
休業補償療養補償介護補償障害補償遺族補償

今日からヨロシク頼むぞ!!
労働保険にも加入して君たちの補償は守ら
れてるぞ!!でもケガには気を付けてな!
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①事業主・役員・家族従事者も
労災保険に加入可。

②雇用保険の資格取得・
離職手続きを代行。

③労働保険の手続き。
保険料３回分割可能。

④労働災害保険(労災上乗せ)
制度あり。

労働保険事務組合ってなに？

労働保険事務組合に加入することで、事業主等も労働者と同等の労災補償を
受けることが可能となります。 ※加入要件あり
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